
法人・個人事業主の方向け

事業用資金 １０ 万円 ～

５,０００万円
（運転資金および

設備資金）

１年～５年

１年～７年

運転資金

設備資金

お客さまへの大切なお知らせ/当金庫では、職員がご自宅やお勤め先でお客さまから現金、通帳、証書、払戻請求書等をお預かりする際には、受領事実や
預かり事実を証するものとして必ず専用の「受取証(書)」を作成してお渡しいたしますので、「受取証(書)」は必ずお受取りいただきますようお願いいたします。

●借入できる方 / 以下の条件を満たす法人および個人事業主
・①または②のいずれかの条件を満たす事業者

①割引手形を除き、当金庫との与信取引のない
事業者

②以下に該当する事業者
A.本件実行時点で１年以内にすべての当金庫

の事業性既存借入金が完済となる事業者
B.本件実行時点で、割引手形を除く当金庫の

事業性既存借入金が１債権または事業性
当座貸越が１口座の事業者
※上記AまたはBに該当する場合でも、本件を

除き、総与信(割引手形を含む)が１億円
以上である事業者は対象外となります。

・当金庫の会員資格を有する事業者
・諸税の延滞のない事業者
・その他、当金庫所定の条件を満たす事業者

●資 金 使 途 / 事業用資金（運転資金および設備資金）
●融 資 金 額 / 10万円以上5,000万円以内(1千円単位)

※決算状況等により、ご利用いただける融資枠が
制限される場合があります。

●融 資 期 間 / 運転資金：１年以上５年以内
設備資金：１年以上７年以内

●融 資 形 式 / 証書貸付
●返 済 方 法 / 元金均等毎月返済
●金 利 / 当金庫所定の金利（変動金利）

※団体信用生命保険制度をご利用の場合は、融資利率
に団信保険料率が上乗せされます。

●金 利 優 遇 / 法人会・商工会・商工会議所等の会員の場合、所定
金利より年0.10％の金利優遇を行います。
※同時申込においても、同様の金利優遇を行います。

●担 保 / 原則不要
●保 証 人 / 法 人：原則代表者１名以上

個人事業主：原則配偶者、後継者等から１名以上
●保 証 料 / 信用保証協会をご利用の場合は、同協会所定の保証料

が必要となります。
●そ の 他 /・金利、返済額の試算等につきましては、窓口にお申し

出ください。
・１事業所１件の取扱いとさせていただきます。
・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。

結果によっては、ご希望に添えない場合もございま
すので、あらかじめご了承ください。

・返済条件を変更する場合には手数料がかかる場合が
あります。

店頭に説明書をご用意しております。
詳しくは、窓口または営業係にお問い合わせください。

〃令和2年4月1日現在〄


